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第８回定例会議事日程 

 

１ 日  時    平成３０年８月８日（水）午前９時３０分 

２ 場  所    八王子市役所 議会棟４階 第３・第４委員会室 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第２７号議案 平成２９年度歳入歳出決算（教育委員会所掌分）の調製

依頼について 

第２ 第２８号議案 平成３０年度９月補正予算の調整依頼について 

第３ 第２９号議案 富士森公園陸上競技場施設改修工事請負契約の締結に関

する議案の調製依頼について 

第４ 第３０号議案 平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価（平成２９年度分）について 

第５ 第３１号議案 八王子市小・中学校における働き方改革推進プランにつ

いて 

第６ 第３２号議案 八王子市スポーツ推進審議会への諮問について 

４ 報告事項 

・「不登校の子どもたちを支援する学校等の説明会」の実施結果について 

                           （教育支援課） 

・こども科学館ネーミングライツ・スポンサー協定の締結（継続）について 

                          （こども科学館） 
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【午前９時３０分開会】 

○安間教育長  大変お待たせをしました。本日の出席は、５名でありますので、本日の委

員会は有効に成立をいたしました。 

    これより、平成３０年度８回定例会を開催いたします。 

    本市は、地球温暖化対策、省資源対策の一環として、節電等に取り組んでおります。

本定例会においても、照明の一部消灯や、職員のクールビズを実施いたしております

ので、御理解いただきますよう、お願いいたします。 

    本日の議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は、大橋明委員

を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    本日の議事でございますが、第２７号議案から第３０号議案はいまだ意思形成過程

のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び第８項の規定

により非公開といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」との呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    それでは、議事を進行いたします。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  日程第５ 第３１号議案 八王子市小・中学校における働き方改革推進プ

ランについて、議題に供します。 

    本案について、教職員課から説明願います。 

○溝部教職員課長  それでは、第３１号議案 八王子市小・中学校における働き方改革推

進プランにつきまして、詳細は、担当の野村主査から説明させていただきます。 

○野村教職員課主査  それでは、第３１号議案について、説明をさせていただきます。お

手元にございます、第３１号議案関連資料を御覧ください。 

    本プランの作成の趣旨ですが、学校を取り巻く環境の複雑化、多様化に伴い、求め

られる役割は拡大し、教員の長時間労働が極めて深刻な状況であることが明らかにな

っています。教員の長時間労働の要因を見直し、教員が本来の業務に専念できる勤務

環境を整えることで、教員一人一人が心身ともに健康を保ち、誇りとやりがいを持っ

て働くことができるようになり、そのことが学校運営の持続性を高め、子どもの教育

によい影響を与えるものでございます。 
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    現在、国や東京都からも、各教育委員会による実施計画の策定と、それに基づく取

組の促進を促されており、本市教育委員会においても、八王子市立小・中学校におけ

る働き方改革推進プランを作成いたしました。 

    これまでの経過でございますが、これまで５月から７月までの間に検討委員会を３

回、検討委員会の作業部会である幹事会を３回実施し、本プランを作成しております。

その構成メンバーについては、こちらの関連資料を御覧いただければと思います。 

    それでは、別添の八王子市立小・中学校における働き方改革プランを御覧ください。

こちらを開いていただきますと、まず、構成でございます。目次を御覧ください。目

的、目標値の設定、取組の方向性、取組の体系図、具体的な取組、評価、検証、国、

都への要望及び保護者、地域への働きかけ、以上７つの項目をつくり、構成をしてお

ります。 

    それでは、そのプランについて、順次説明をさせていただければと思います。プラ

ンの１ページ目を御覧ください。目的でございます。こちら目的につきましては、本

市におきましては、教員一人一人の心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもっ

て職務に従事できる環境を整備することにより、学校教育の質の維持向上を図る、本

プランにおいての目的をこのように設定させていただいております。 

    続いて、目標値の設定でございます。こちらにつきましては、平成２９年６月に東

京都教育委員会が実施した教員の勤務実態調査で、総在校時間が６０時間を超える、

いわゆる過労死ライン相当にある教員が多数いるということが判明しております。そ

の部分について、本市でも調査をした結果、同様な結果が見受けられております。そ

れを踏まえた中で、目標値の設定としまして、過労死ライン相当の長時間労働の解消

を目指し、当面の目標として、週当たり在校時間が６０時間を超える教員をゼロにす

ると設定しております。 

    また、働き方改革プランの実効性を検証するために、教員に対する意識調査を実施、

その２点を目標値の設定に掲げております。 

    ２ページ目を御覧ください。取組の方向性でございます。こちらでは、本プランの

取組の方向性を４点抜き出して、それについて具体的な取組を総合的に進めてまいり

ます。こちらの４点を申し上げさせていただきます。 

    １番、教員業務等の見直しと業務改善の推進。２番、在校時間の適切な把握と意識
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改革の推進。３番、学校を支える人員体制の確保。４番、安全衛生の推進。以上の４

点を方向性として具体的な取組を掲げております。 

    続いて、３ページ目、４ページ目を御覧ください。こちらの取組の体系図になって

おります。先ほど御説明させていただいた取組の方向性４点に、さらに具体的な取組

が書かれている内容のものです。 

    １番、教員の業務等の見直しと業務改善の推進につきましては、具体的な取組を９

点。２番の在校時間の適切な把握と意識改革の推進に関しては、６点。３番の学校を

支える人員体制の充実については、２点。４番、安全衛生の推進に関しては、具体的

な取組として４点掲げさせていただいております。 

    続いて、５ページを御覧いただければと思います。こちら５番、具体的な取組でご

ざいます。こちら、先ほどの４点のものにつきましての具体的な取組ですが、ここで

は、説明を割愛させていただければと思います。 

    続いて、８ページ目を御覧ください。評価・検証についてですが、こちらにつきま

しては、このプランを作成した検討委員会において、プランの実施状況、目的の達成

の状況を評価・検証するとともに、必要に応じて見直しを図るＰＤＣＡサイクルを運

用して改善をしていきたいと考えております。 

    項目７でございます。国・都への要望及び保護者・地域への働きかけ。今回の働き

方改革に関しては、国・都は、当然、八王子市教育委員会、また、学校で取り組むだ

けで実現できるものではございません。そうした中で必要に応じて、国や都に応じて

必要なことに関して要望していくという考えでございます。 

    また、保護者・地域への働きかけに関しても、こちらの部分についても、今後、こ

ういった働き方改革を進めていくためには、学校の支援者や関係者に御理解いただく

ことが重要であることから、今後の教育委員会としては、学校と連携し、効果的な情

報発信を行っていくと考えております。 

    以上が説明となりますが、今後の予定としましては、９月に議会報告並び学校への

通知、ホームページへの公開ということを考えております。 

    説明は以上となります。 

○安間教育長  ただいま説明が終わりました。まず、本案について、御質疑はございませ

んか。 
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○村松委員  こちらの８ページですが、国・都への要望及び保護者・地域への働きかけ。

保護者・地域への働きかけというのは、ＰＴＡを介して、または町治連さん、地域の

方たちに事情や現状を御理解していただき、働きかけをしていく。これが大変重要な

ことだと思っていますが、逆に、国・都の要望というのは、どのようにしていくので

すか。 

○野村教職員課主査  国・都への要望に関しましては、この働き方改革に関しまして、例

えば、東京都からは、これに関する補助金の要望とかがきております。そうしたもの

で、本市で使えるものに関しては、申請し、補助金を使いながら活用していくという

ことを考えてみたり、そのことにつきましても、今後、こちらのほうで考えているも

のについて、機会があるごとに、東京都、または国へ何かしらの要望をしていくとい

うことが必要かと考えております。 

○村松委員  例えば、スクールサポートスタッフですとか、校長先生方に御意見を聞くと、

非常に有効だという話をちらほら聞きます。そういうことも、もちろん要望として聞

いていただくのはいいのですけれども、国、文科省、都の教育委員会からも、メール

もそうですし、いろいろなアンケート、または施策が下りてくると思うのですけれど

も、まず、根本的にそういうものを見直していただいて、削減できるところは削減し

ていただいたりとかしてもらわないと、結局、現場または市教委が全て責を負ってや

っていかなければいけないということなので、八王子市の教育委員会は、国にもでき

る限り、そういうものを削減していってもらいたいということを要望していっていた

だきたいと。そういう機会、または文書で提出する機会というのはあるのですか。 

○安間教育長  今のようなお話については、所管のほうでまとめて、東京都の教育長会を

通じて国へ、また本市の場合は、中核市教育長会という、そこも予算要望をできる場

がありますので、今の村松委員の御意見のほうは、こちらのほうでまとめて、来年度

の国への要望のところで、しっかりと伝えていきましょう。 

    ほかに、御質疑、あわせて御意見でも結構でございますから、いかがでしょうか。 

○柴田委員  学校コーディネーター、地域学校協働活動推進員について質問なのですが、

学校コーディネーターですが、今、全校に配置されていますか、ということ。それか

ら、学運協の委員の中に、この学校コーディネーターは入っていらっしゃるかどうか

ということをお尋ねしたいと思います。 
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○中村指導課長  昨年度の時点なのですが、全校にコーディネーターを配置しております。

学運協のほうに関しましても、全部ではないのですが、約６割程度の方が、コーディ

ネーターとして勤務はされております。 

○柴田委員  ありがとうございます。では、残りの４割の学校コーディネーターさんは、

学運協のメンバーには入っていらっしゃらない。あるいはまだ、学運協が設置されて

いない状況だということですか。 

○渡邊教育総務課長  学運協の構成員に関しましては、各学運協で、まず決めていただく

という形になっておりますが、今、柴田委員がおっしゃられたように、昨年度、今年

度、昨年度が非常に多くございまして、３２校、今年度は８校をもって、全学校に学

運協が設置が完了いたしますので、今年度初めて、全学運協の会長さんを招聘した連

絡会を立ち上げさせていただきました。今後はそういうところを通じて、市教委のほ

うからも働きかけを行っていきたいと考えております。 

○柴田委員  やはり学校コーディネーターが学運協のメンバーとなって、学校経営に参画

していくということが、求められているのではないかと考えています。そうすること

によって、各学校の地域性に応じた課題がコーディネーターさんは把握できると思い

ますので、そういった中で、学校の教師の状況なども踏まえて、どういうコーディネ

ートをしたらいいのかとか、それから、大規模校、小規模校なりのコーディネーター

のあり方というものもありますので、ぜひ、コーディネーターさんにも、学校経営と

いうところに参画していく仕組みを、教育委員会としてとしていっていただければと

思います。 

○安間教育長 ほかにございましょうか。 

○大橋委員  それでは、意見とそれからお願いといいますか、要望なのですが、まず、意

見ですが、私は、今回、出されたプランで進めていただけたらと考えています。 

    そして、お願いというのは、このプランをより実効性のあるものにするために、幾

つか必要なことがあるのではないかと考えています。 

    まず１つは、各学校の教員の意識です。校長だけがこの働き方を変えていこうとい

うのでは、実効性がないと思います。やはり教員の意識を変えていくことが必要なの

で、もちろん各学校の管理職が、教員の意識を変えると同時に、やはり教育委員会と

しても、そのための政策を打っていく必要があるのかなというのが、お願いの１つ目
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です。 

    それから２つ目は、あくまでもこの働き方改革というのは、教育の質を上げるのだ

ということが目的です。ですので、そのことを各学校の教員、もちろん、それから保

護者、地域の方にも理解をしていただく。その啓発というのをしていただけたらと思

います。 

    以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。何か所管のほうで、答えることはありますか。 

○溝部教職員課長  御意見ありがとうございます。そのような形で進めていきたいと思い

ます。 

 ちなみに、６ページにございます（２）の下から２つ目の⑤に、教員のタイムマネ

ジメントの向上という研修事業がございます。これにつきましては、管理職に限らず、

教員の方に受けていただいて、意識を変えていきたいといったところを狙っているも

のでございます。 

○笠原委員  先生方の働く時間をしっかりと有効に活用していただけるようにお願いをし

たいとことに本当に思います。 

 ここで数的には、それほど多くはないかもしれませんけれども、特に産業医という

ことも出てきておりますが、一度お休みに入られた先生方のリワークという考え方も

少し検討していただけることも大事かなと思っております。と申しますのは、キャリ

アをそれなりに積まれた先生が、少しダウンをされた後に、それでもまた復帰すると

いうことにおいては、多分、現場も気を遣ったり、いろいろ時間をそこに費やしたり

するのですが、そういうときのリワーク・プログラムなどというものが、近年、専門

家の中で割と言われてもおりますので、特に学校の先生という特化されたお仕事でも

ありますので、逆にきちんとやっていける、そういうふうな形で、現場復帰というも

のを支えて差し上げるシステムみたいなものも、念頭に置いていっていただけたらな

と思っております。 

    以上です。 

○安間教育長  何かございましょうか。よろしゅうございますか。 

○斉藤指導担当部長  今、笠原委員から御指摘のあった点でございますが、特に心の病で

長期休業された教員につきましては、復帰訓練というプログラムがありまして、大体
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２カ月ぐらいになりますかね。最初は授業を持たないで、まず学校に来て、簡単な事

務作業を手伝うところから、だんだん子どもの中に入っていき、数時間授業をもって

という形で、１週間ごとに、というようなプログラムがありますので、そのあたりを

活用しながら、円滑復帰できるような対応をとっているところでございます。 

○安間教育長  よろしゅうございますか。ほかに、委員の方からございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、私のほうからも、大きく２点。中学校の部活動の件と、もう１

つは、働き方改革の本丸と考えている点について、別々にお話をさせてもらいます。 

    まず１点目の部活動についてなのですが、ガイドラインを国がつくり、都がつくり、

そして、八王子市としてもつくる。学校においては、校長が部活動を束ねる立場とし

て、校内の部活動に関する適正化を図っていくと。これはそうなのですが、今年に入

ってからも、４月以降、さまざまなスポーツ団体等で、さまざまな問題点が発覚をし

ているというのは、私は決して偶然ではないと思う。世の中全体の風潮が、そういっ

たところに対して厳しくなっている。適正な目を持ち始めてきたからなのだろうなと

思います。その際、大事になってくるのは、全体を統括している、今の話で言うなら、

我々教育委員会、それと１個１個の部活動に責任を持って校長という、そういう単位

だけではなくて、いわゆる中学校の部活動を運営している中体連、そちらの組織が、

今までのように、単に大会を開催いたしますというだけの組織ではなく、中体連自体

がガバナンスを働かせなければいけない時期にきているという、警鐘ではないかなと

思うわけです。 

    さまざまな大学のスポーツ等でも、大学の問題です、では、国としてどうしますか、

という話の前に、まず、そのスポーツ団体の組織が、何らかのガバナンスを働かせて、

浄化をしようという、そういう動きを見せている。それは法人化されていて、しっか

り組織ができているから、そういうことが可能なんでしょうが、中体連の場合は、そ

ういうものが、正直いって見受けられません。先ほど言ったように、単に開催をする

だけと、そうなると、各学校、各部活、お金を集めるわけですよ。その加盟料という

のですか。それが上がり、そして、全国の組織に上がり、そのお金を何に使っている

のかと。そういった話も、当然これから出ていく話なのだろうと。 

    １番の問題点というのは、部活動の指導方法と共に体罰です。今、中学校の部活動
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というのは、子どもが少なくなっているけれども、部活の数だけは、一定数を要望さ

れる。子どもが当然要望しますから。そうして、それを何とか開いてあげなければい

けない。その協議であるとか、そういったことに対して、素人でありながら、子ども

たちのことを考えて、それを受け持ってくれる先生がいるわけですが、そういった先

生方のプレッシャーというのは、私は物すごいことだろうと思うのですよ。ですから、

学校の校長などは、すぐ先生に感謝して、ありがとうねという指導もするし、また、

子どもたちにも、この先生がこうやってくれているからなのだよという指導をして、

そこは教育的にいくのですが、逆に、組織のほうでやる競技団体のほうが、例えば、

帯同審判といって、全く素人の人がバスケットボール部だとかの顧問になってくれて

いるのに、帯同なのだから、審判をしろという、かなりのテクニックを要求されるわ

けです。当然素人ですから、走るのも精いっぱいで、ミスジャッジもしますよね。そ

れに対して中体連の組織のほうが批判をするのです。そんなのはあり得ないですよね。

まさにそれは、できる人が、自分のためだけのために、そしてなおかつ、自分の学校

のチームが勝つだけのために運営しているとかしか、私には思えない。 

    さらに言えば、体罰の問題。子どもたちが何らかの不祥事をしたときに、そういう

ときだけ、ガバナンスを働かせて、君たち、出場停止だと。顧問の意向だとか、学校

の事情だとか、そういうこともかかわらずに、組織として、そんな強権的なことをす

るくせに、一方で、体罰をした教員が、そのまま別の学校に異動したとき、同じ競技

の指導者になって、そしてまた、同じことを繰り返して、勝ち上がってきて、鼻高々

に生活している。これなどは、まさに中体連としてのガバナンスが全くないわけです

ね。某大学の監督さんが辞めて、別の大学に行って、監督をやるようなものですよね。

そんなことは世の中であり得ないのです。そういった点のガバナンスについて、ここ

で中体連も、しっかりと態度を決めて、そして、自分たちの組織運営等を見直すべき

ではないか。たまたま来年度から、東京都中体連の組織に関して、さまざまな支援が

東京都からも市区町村からも必要になってくる時期です。我々としても、そこに何ら

かの補助を出してやるのだとするならば、中体連みずからが、しっかりとしたガバナ

ンスを、ここで改めて抜本的に考えながら、改善していかなければいけないと考えて

おりますが、本市の中体連担当の校長会のほう、どのような工作、反応を持っている

か、お聞かせください。 
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○上野統括指導主事  今、教育長から御意見をいただきました、中体連また、校長会のガ

バナンスについてなのですけれども、昨年度、平成２９年度に、日本中学校体育連盟

のほうから、運動部活動顧問等の部活動指導中における暴力、体罰、セクハラ等に対

する、日本中学校体育連盟の対応という決定が出ております。詳しく申し上げますと、

日本中体連のほうで、過去に暴力等で懲戒処分を受けている先生につきましては、大

会引率ができないという通知が出されております。こちらは、都のほうで正式なもの

を出されておりませんが、八王子の中体連のほうでは、こちらを重く受けとめていら

っしゃいます。さきに中体連の役員会がございますので、その中でこの通知に基づい

て、本市でも、過去に懲戒処分を受けている先生に関しては、引率ができない等の徹

底をするということが１つと。あとは暴言等をいろいろな場面で上がってはいるとは

思うのですけれども、そういうものに関しての中体連の組織で評価して、自分たちの

ほうでも、しっかり指導していくということをお言葉としていただいております。 

    また、教育長からも先ほどありましたが、審判等の帯同というところに関しまして

も、それぞれ中体連の中にも、野球ですとか、サッカーですとか、各部がございます

ので、その中で育成もしていくということも、お話を受けております。 

 また、この中体連の役員会を受けたところを通しまして、中体連の会長から、校長

会でもこういう連絡をしました、というところをお伝えいただく予定でございます。

その後、校長会長から、各中学校長にも、こういうお話があるということを踏まえて、

各学校の顧問の先生方にお話をしていく。中体連と学校の両輪で指導、評価していく

ことを、返答をいただいております。 

    以上になります。 

○安間教育長  それが当たり前だろうと思うのですが、引率ができないという絞りではな

くて、顧問ができないと、そのぐらい、自分たちの組織に対する誇りを持っていただ

きたいという要望、この公式の場で申し上げておきますので、伝えてください。と同

時に、体罰の問題だけではありません。私が申し上げたようなガイドラインの順守で

す。ガイドラインを順守しなかったから、子どもたちを出場停止にするというのでは

なく、顧問教員の問題です。週何日間の練習とか、ガイドラインで示されているわけ

ですから、それ以上やってしまった子どもたちを出場停止にするのではなく、それを

指示して動かした。 
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    例えば、部活動としてはやらない。子どもたちが自主的にやる。どこかで聞いたよ

うな話ですけれども、子どもたちに対してプレッシャーをかけて、子どもたち自身が

みずからの意思でやりましたと言わせて、そして、活動するような状況、こういった

ことも、中体連としてあり得ないのだと、許せないのだと、そんな指導をする教員は、

部活の顧問として、子どもたちを指導するのには不適格なのだと、そういう強い姿勢

をぜひ出していただきたいと、そこら辺も重ねてお伝えいただきたいと思います。 

    大きな二点目です。スクールサポートスタッフの件なのですが、現在、スクールサ

ポートスタッフは、何校に配置されておりますでしょうか。そのうち、５日間フルタ

イムは何校、３日間ぐらいというのは何校、まず、数字をお答えください。 

○野村教職員課主査  人数でございますが、今、８月現在、１学期の任用を終わったとこ

ろということになりますが、１学期の任用で、小・中学校合わせて９３校で、まず、

スクールサポートスタッフが配置できております。 

    ただ、御質問のありました週５日とそれ以外のところの人数に関しては、今、手元

に資料を持っていないものなので、この場で即答はできないのですが、ただ、基本的

に１学期の任用をしてきたところにつきましては、少なくとも週３日以上で学校に配

置をしてきました。大半が周５日で任用できているのですが、正確な数字がないので、

週５日以外の学校数については、わからないという現状です。申し訳ありません。 

○安間教育長  正確な数字は結構です。９３校ということで、これはよくやっている数字

とは私は思えない。 

    先ほど、委員のほうからありましたとおり、今回の働き方改革推進プランの根本理

念というのは、教育の質の向上です。質を向上させるためには、どうすればいいのか。

教員を専門家として扱うことだと、私は常々考えています。要は専門家である教員が、

専門に没頭する。その時間をつくるということが、私は誇りとやりがいを持たせるも

のだろうと思っておりまして、学校の中には、さまざまな雑用がある。以前もお話し

しましたが。 

    運動会の前日に、夜遅く午前零時過ぎまで、翌日使う花を折って、パチン、パチン、

ホチキスでとめている先生がいたと。翌日それで運動会で子どもたちは楽しくやった

わけですけれど、このパチパチ、深夜、零時過ぎまで、先生たちが家でやっていると

いうのを、多分御出席の皆さん、それが教師の仕事であるというふうには決して思わ
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ないだろうなと思います。極端な話をすれば、そういう仕事ぐらいは、先生が授業を

やっている間に、別室でつくっておいてもらう人材がいると。極端なことを言えば、

スクールサポートスタッフというのは、そういう意味合いを持つものだろうなと思っ

ています。したがって、働き方推進プランがあるわけですが、私はそれの中核、一番

大事な事業が、このスクールサポートスタッフだろうと考えているところです。 

    残りまだ入れていないという学校が、推察をするに、学校独自の閉鎖的な感覚がい

まだ残っているという事例があるのだろうとは思いますが、ぜひそれについては、事

務一丸になって、その古い意識を払拭する努力をしていただきたい。と同時に、教職

員課の大変な御努力で、３日間の学校について、残りの２日間もというようなことを、

今、お考えいただいて、２学期からはそれが実現できるという、事務量が要するに倍

になるわけですから、教職員課も本当大変だろうと思いますけれども、ぜひ、学校の

ためだということで、５日間、フル入って頂けるように御援助、ぜひ事務局にお願い

をしたい。逆に、いつまでも、教員ではなくてもできるような仕事を校長が命じてい

る状態は、やはり、これは不法だと思います、私は。そんな状態を解消してもらいた

いと思いますし、同時に、私はこれに関する予算を余らせるつもりは全くない。１学

期現在で、使用しなかった分の予算はまだあるわけですから、それを例えば、今、１

校１名、２名、１日一人とかでやっているかもしれませんが、２学期以降、例えば、

研究発表会があって、その前の印刷物の印刷だとか、そういうようなことで、煩雑に

なるときが出てくるでしょう。そのときには、巡回スクールサポートスタッフなどを

こちらのほうで用意しておいていただいて、その方を各学校に派遣をして、そして、

そういう事務仕事、印刷をするだとか、そういうようなことぐらいはしてもらえるよ

うな、ぜひ有効な予算の活用をお願いしたい。また、同時に、スクールサポートスタ

ッフ自体の事務量もあるわけです。そういったところでも、このスクールサポートス

タッフが動いてくれるというのが、真の働き方改革につながるのではないかなと思い

ますので、事務局はさらに精力的にこの事業を進めていただきたい。要望をしておき

ます。 

    以上です。 

    そのほかにございますか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○安間教育長  それでは、ほかに御意見もないようでありますので、お諮りをします。た

だいま議題となっております。第３１号議案については、提案のとおり決定すること

に、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。よって、第３１号議案については、そのよう

に決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  続いて、日程第６ 第３２号議案 八王子市スポーツ推進審議会への諮問

についてを議題に供します。 

    本案について、スポーツ振興課から説明願います。 

○清水スポーツ振興課長  それでは、第３２号議案 八王子市スポーツ推進審議会への諮

問について、御説明申し上げます。詳細につきましては、青木主査から説明をいたし

ます。 

○青木スポーツ振興課主査  それでは、第３２号議案 八王子市スポーツ推進審議会への

諮問について、御説明いたします。 

    本案は、７月１１日に開催された第６回教育委員会定例会において、協議させてい

ただきました八王子市スポーツ推進計画の中間見直しを実施するにあたりまして、八

王子市スポーツ推進審議会に諮問し、意見を求めるものでございます。八王子市教育

委員会は、スポーツ基本法第１０条第１項に基づき、平成２６年３月に、八王子市ス

ポーツ推進計画を作成いたしました。この計画は、本市の基本構想、基本計画である

八王子ビジョン２０２２の個別計画と位置づけ、八王子市のスポーツ推進施策を具体

化し、生涯スポーツ社会を実現することを目的としております。計画期間は、平成２

６年度から平成３５年度までの１０年間となっており、計画の進捗状況や社会情勢、

国の政策動向等の変化に対応させるため、策定後、５年を目途に、中間見直しをする

こととなっております。 

    そこでこのほど、八王子市スポーツ推進審議会条例第２条に基づき、諮問するもの

でございます。 

    諮問する内容は、本計画の中間見直しに伴う素案作成に関することでございます。

なお、第６回定例会で御助言いただきましたとおり、スポーツ推進審議会で御審議い
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ただいた内容を、教育定例会に後日報告させていただきます。そして、最終的には、

教育定例会の議案として上程いたします。 

    説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、スポーツ振興課からの説明は終わりました。まず、本案について、

御質疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、御意見も含めてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  特に御意見もないようでございますので、お諮りをいたします。ただいま

議題となっております、第３２号議案については、提案のとおり、決定することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。よって、第３２号議案については、そのよう

に決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、続きまして、報告事項となります。 

    まず、教育支援課から報告、お願いします。 

○穴井教育支援課長  それでは、教育支援課から、先日の７月６日に実施しました「不登

校の子どもたちを支援する学校等の説明会」の実施結果について、御報告申し上げま

す。詳細につきましては、長田主査からいたします。 

○長田教育支援課主査  「不登校の子どもたちを支援する学校等の説明会」の実施結果に

ついて、報告させていただきます。お手元の資料を御覧ください。本説明会は、７月

６日、金曜日、午後６時半から午後８時の時間で、教育センター大会議室で実施いた

しました。対象は市内在住の小中学生の保護者並びに関係機関の職員です。説明会の

内容としましては、高尾山学園の概要、高尾山学園に転入学するための適応指導教室、

やまゆりの概要説明、こちらのほうを３０分程度の時間で実施いたしました。この後、

残りの１時間半で、利用に関する相談を受け付けております。 

    当日の参加者ですが、２９組３８名の参加がありました。内訳としましては、保護
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者が３２名、うち父親が７名、母親が２５名、子どもは児童が２名、生徒が３名、学

校関係者は１名の参加です。 

    事前に申し込みを取りまして、２９組中２３組が事前の申し込みがありました。当

日の欠席が２組です。あと、当日の申し込みとしては、８組の申し込みがありました。

事前申し込みに関しましては、この説明会について、どこで情報を知りましたかとい

うことでアンケートをとらせていただきまして、このうち１５組の方が、学校だより

を見て、応募しましたというお答えを得ております。 

    裏面です。利用に関する相談ですが、相談件数としては、１８件の相談を受けまし

た。１７組の方が相談をしておりまして、うち１組が２カ所で相談を行ったというこ

とになります。２９組中１７組ということで、参加者の５８％が個別相談を行ったこ

とになります。 

    相談の内訳としましては、高尾山学園が１件、適応指導教室が１１件、総合教育相

談室が６件となっております。この総合教育相談室につきましては、お子さんの状態

が、今どういう状態にあるのか。そこで今悩んでいるというところで、適応指導教室

の話を聞いたほうがいいのか。高尾山を目指したほうがいいのかという、そういう悩

みのある保護者の方が、総合教育相談室で相談をしております。 

    主な相談内容になりますが、在籍校に子どもが行きたがらない、高尾山学園を考え

ている。というもの。そして、年長から登園渋りがあって、今後が心配で、この後、

八王子市には、どういう施設があるのか知りたかったという方もおりました。また、

子ども本人が、高尾山学園を強く希望している。さらに現在小学校６年生で、高尾山

学園を含めて、どこの中学校に入学するのか、悩んでいると。そういった相談もあり

ました。 

    説明会に付随する報告といたしまして、７月２５日、２６日の両日で、やまゆり体

験を実施しております。こちら２５日は参加者が７組、保護者のみの見学も含んでお

ります。このうち、５組が７月６日の説明会に出席しております。 

    続きまして、７月２６日ですが、参加者が１０組です。このうち６組が説明会の参

加者になっております。説明会参加以外の参加というのは、スクールソーシャルワー

カーが関わっているケースのお子さんであったり、現在のやまゆり教室に体験通級を

行っているのですけれども、なかなか通級が進まないお子さんについて、こういった



 
１８

体験で、人数の少ないときに、もう一度参加してみて、さらにこの後の通級につなげ

るという、そういう目的で参加しているお子さんもいらっしゃいました。 

    次回説明会ですが、１１月１７日、土曜日、午前１０時から正午の時間帯で、教育

センター大会議室で実施いたします。内容につきましては、高尾山学園、そして適応

指導教室やまゆりのほかに、在籍校復帰を目指すための適応指導教室、ぎんなん、松

の実、そして、総合教育相談室の利用の方法についての説明となります。 

    今回同様、施設の利用に関する相談も実施する予定となっております。 

    報告は以上です。 

○安間教育長  ただいま教育支援課からの報告が終わりました。本件について、御質疑は

ございませんか。 

○大橋委員 ウィークデーの開催は、今回が初めてだったのでしたか。 

○長田教育支援課主査  昨年度もウィークデーの夜間で実施をしております。 

○大橋委員  できるだけ間口を広くするというのでしょうか。いろいろな機会を設けて、

説明をし、活用してもらうということが、私は大事だと思っていますので、今後も土

曜日ということだけではなくて、機会を設けていただけたらと思っております。 

    以上です。 

○安間教育長  ほかにございましょうか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  先ほど、学校だよりでの周知が一番というお話がありました。それはそう

ですね。学校が一番関わっているわけですから、不登校状態になる子どもとの接触は

週に１回ぐらい最低はしているでしょうから、そういうところで、こういったことも

必要に応じて話題に取り上げていただきたい。そこら辺は指導課もぜひ協力をして、

進めてください。 

    それでは、本件報告として承らせていただきたいと思います。 

    続きまして、こども科学館から報告を願います。 

○遠藤こども科学館長  私から、こども科学館ネーミングライツ・スポンサー協定の締結

について、御報告をさせていただきます。 

    今回の趣旨でございます。本市とコニカミノルタ株式会社が締結しております八王

子市こども科学館ネーミングライツ・スポンサー協定、初回は、２５年７月８日に締
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結しておりますが、協定期間が、平成３０年７月３１日に満了することに伴いまして、

協定の更新協議が完了いたしましたので、７月３１日づけで協定を締結したことにつ

いて、報告させていただきます。 

    まず、協定内容でございます。愛称につきましては、変更なく、コニカミノルタサ

イエンスドームとします。協定の内容につきましては、こども科学館に愛称を定める

権利、いわゆるネーミングライツについて、使用期間は２年間延長し、協定期間は３

０年８月１日から３２年７月３１日までです。 

    命名権料は前回と同様、年間２５０万円、２年間で５００万円となります。 

    次に協議の経過及び、協議の確認事項でございます。協定書第１１条におきまして、

協定期間満了６カ月前までに、コニカミノルタ(株)から、八王子市に書面で延長の申

し出をした場合には、双方協議の上、協定延長ができることとなっております。この

協定期間満了６カ月前となります平成３０年１月２９日付で、コニカミノルタ(株)か

ら文書によって、期間延長の申し出がありましたことから、更新に向けて協議を開始

いたしました。 

    延長期間につきましては、前回と同じ２年間で調整をいたしました。命名権料につ

きましては、経済情勢が厳しい中、真っ先に宣伝料が削られるという状況の中で、従

来と同じ金額でという市の要望に応える形で２５０万円としていただきました。  

  その他、コニカミノルタから申し出がございました。１点が、プラネタリウム投

影番組のリスト等につきまして、事前に報告がほしいということです。これは会社と

してふさわしくない番組を出されると困るという理由からですが、それについては、

両者合意の上、確認書で確認をしております。 

    ２点目は、協定の更新について、協定締結式を行わないことです。３度目の協定と

なりますので、あえて協定締結式は行いません。 

    なお、命名権料について、科学館の運営、特に番組の作成、投影の業務委託等々に

使用させていただいております。 

    報告は以上です。 

○安間教育長  ただいま、こども科学館からの報告は終わりました。本件について、御質

疑はございませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○安間教育長  コニカミノルタさんの御厚意に感謝を申し上げて、報告として承らせてい

ただきたいと思います。 

    これで公開の審議は終わりますが、委員から何かございましょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  ないようであります。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、ここで暫時休憩にいたします。なお、休憩後は非公開となりま

すので、傍聴の方は退席をお願いいたします。再開は２５分にお願いします。 

【午前１０時１８分休憩】 

 

 


